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○
内
閣
府
令
第

号

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
百
七
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
資
産
の
流
動
化
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
第
四
条
第
三
項
第
六
号
（
同
法
第
十
一
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
、
保
険
業
法
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
及
び
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
を
実
施

す
る
た
め
、
貸
金
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

貸
金
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

（
貸
金
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

貸
金
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
大
蔵
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
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し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
一
条
の
五

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
金
融
庁
長
官
の
登
録
を
受
け
よ

第
一
条
の
五

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
金
融
庁
長
官
の
登
録
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
四
条
第
一
項
の
登

う
と
す
る
者
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
四
条
第
一
項
の
登

録
申
請
書
（
次
項
及
び
第
四
条
第
四
項
第
二
号
に
お
い
て
「
登
録
申
請
書
」
と

録
申
請
書
（
次
項
及
び
第
四
条
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
「
登
録
申
請
書
」
と

い
う
。
）
に
、
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
添
付
書
類
（
次
項
に
お
い
て

い
う
。
）
に
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
添
付
書
類
（
次
項
に
お
い
て
「
添

「
添
付
書
類
」
と
い
う
。
）
一
部
を
添
付
し
て
、
そ
の
者
の
主
た
る
営
業
所
又

付
書
類
」
と
い
う
。
）
一
部
を
添
付
し
て
、
そ
の
者
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事

は
事
務
所
（
以
下
「
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局

務
所
（
以
下
「
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（

長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は

当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
福

、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

岡
財
務
支
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

（
取
締
役
等
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
者
）

（
取
締
役
等
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
者
）

第
二
条

法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
十
四
条
の
二
十
七
第
一
項
第
三
号
及

第
二
条

［
同
上
］

び
第
三
十
一
条
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

当
該
法
人
（
人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め

三

当
該
法
人
（
人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め

の
あ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
、
第
四
条
第
四
項
第
一
号
、
第

の
あ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
、
第
四
条
、
第
五
条
の
三
第
二

五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
、
第
五
条
の
三
第
二
号
、

号
、
第
五
条
の
六
第
一
項
第
三
号
ロ
並
び
に
第
二
項
第
一
号
及
び
第
四
号
ロ

第
五
条
の
六
第
一
項
第
三
号
ロ
並
び
に
第
二
項
第
一
号
及
び
第
四
号
ロ
、
第

、
第
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
、
第
五
条
の
九
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
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五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
、
第
五
条
の
九
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
項
第

項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
八
条
第
二
号
ロ
、
第
二
十
六
条
の
二
十
七
第
二

一
号
及
び
第
二
号
、
第
八
条
第
二
号
ロ
、
第
二
十
六
条
の
二
十
七
第
二
号
イ

号
イ
、
第
二
十
六
条
の
二
十
九
第
三
項
第
一
号
、
第
三
十
条
第
十
号
、
第
三

、
第
二
十
六
条
の
二
十
九
第
三
項
第
一
号
、
第
三
十
条
第
十
号
、
第
三
十
条

十
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
条
の
三
第
一
項
並
び
に
第
三
十
条
の
七
第
二
号

の
二
第
一
項
、
第
三
十
条
の
三
第
一
項
並
び
に
第
三
十
条
の
七
第
二
号
に
お

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
が

い
て
同
じ
。
）
の
業
務
を
執
行
す
る
社
員
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
が
法
人

法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者

で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者

四

［
略
］

四

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
四
条

［
略
］

第
四
条

［
同
上
］

２

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書

２

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書

類
は
、
運
転
免
許
証
等
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第

類
は
、
運
転
免
許
証
等
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第

九
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
運
転
免
許
証
又
は
同
法
第
百
四
条
の
四
第
五
項

九
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
運
転
免
許
証
又
は
同
法
第
百
四
条
の
四
第
五
項

（
同
法
第
百
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

（
同
法
第
百
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
規
定
す
る
運
転
経
歴
証
明
書
を
い
う
。
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
第
六
号
及

に
規
定
す
る
運
転
経
歴
証
明
書
を
い
う
。
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
第
六
号
及

び
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
旅
券
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭

び
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
旅
券
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭

和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
旅
券
を
い
う

和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
旅
券
を
い
う

。
）
、
在
留
カ
ー
ド
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
に
規
定

。
）
、
在
留
カ
ー
ド
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
に
規
定

す
る
在
留
カ
ー
ド
を
い
う
。
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ

す
る
在
留
カ
ー
ド
を
い
う
。
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
、
特
別
永
住
者
証
明
書
（
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍

。
）
、
特
別
永
住
者
証
明
書
（
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍

を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
を
い
う
。
第
三
十
条

一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
を
い
う
。
第
三
十
条



- 5 -

の
十
三
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続

の
十
三
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続

に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（

に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（

平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ

平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ

ー
ド
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
官
公
署
か
ら
発
行
さ
れ
、
又
は
発
給
さ
れ
た
書
類

ー
ド
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
官
公
署
か
ら
発
行
さ
れ
、
又
は
発
給
さ
れ
た
書
類

そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
の
記
載

そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
の
記
載

が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
官
公
署
が
所
持
人
の
写
真
を
貼
り
付
け
た
も
の
と
す
る

が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
官
公
署
が
所
持
人
の
写
真
を
貼
り
付
け
た
も
の
と
す
る

。
た
だ
し
、
当
該
書
類
を
所
持
し
な
い
場
合
に
は
、
官
公
署
か
ら
発
行
さ
れ
、

。
た
だ
し
、
当
該
書
類
を
所
持
し
な
い
場
合
に
は
、
官
公
署
か
ら
発
行
さ
れ
、

又
は
発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
氏
名
、
住
所

又
は
発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
氏
名
、
住
所

及
び
生
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
も
の
（
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く

及
び
生
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
も
の
（
次
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。

。
）
並
び
に
申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
撮
影
し
た
単
独
、
上
三
分
身
、
無
帽
、

）
並
び
に
申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
撮
影
し
た
単
独
、
上
三
分
身
、
無
帽
、
正

正
面
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー

面
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
を
記
入
し
た
も
の
と
す
る

ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
を
記
入
し
た
も
の
と
す
る
。

。
３

法
第
四
条
第
二
項
第
四
号
の
書
面
は
、
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
に
関

［
項
を
加
え
る
。
］

す
る
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
当
該
所
在
地
を
証
す
る
書
面
と
す
る
。

４

［
略
］

３

［
同
上
］

第
五
条
の
八

［
略
］

第
五
条
の
八

［
同
上
］

２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
四
条
第
四
項
第
十
五
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
四
条
第
三
項
第
十
五
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
号
中
「
及
び
別
紙
様
式
第
四
号
の
二
に
よ
り
作
成
し
た
営
業
所
等
（
自

は
、
同
号
中
「
及
び
別
紙
様
式
第
四
号
の
二
に
よ
り
作
成
し
た
営
業
所
等
（
自

動
契
約
受
付
機
又
は
現
金
自
動
設
備
の
み
に
よ
り
貸
付
け
に
関
す
る
業
務
を
行

動
契
約
受
付
機
又
は
現
金
自
動
設
備
の
み
に
よ
り
貸
付
け
に
関
す
る
業
務
を
行

う
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
の
貸
付
け
の
業
務
の

う
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
の
貸
付
け
の
業
務
の

経
験
者
（
営
業
所
等
ご
と
に
在
籍
す
る
貸
付
け
の
業
務
に
一
年
以
上
従
事
し
た

経
験
者
（
営
業
所
等
ご
と
に
在
籍
す
る
貸
付
け
の
業
務
に
一
年
以
上
従
事
し
た
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者
を
い
う
。
）
各
一
人
の
業
務
経
歴
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
並
び
に
第
五
条
の

者
を
い
う
。
）
各
一
人
の
業
務
経
歴
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
並
び
に
第
五
条
の

八
第
一
項
第
二
号
の
体
制
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
面
及
び
同
号
の
貸
付
け
の
業

八
第
一
項
第
二
号
の
体
制
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
面
及
び
同
号
の
貸
付
け
の
業

務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
の
業
務
経
歴
書
」
と
す
る
。

務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
の
業
務
経
歴
書
」
と
す
る
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
純
資
産
額
）

（
純
資
産
額
）

第
五
条
の
九

法
第
六
条
第
四
項
の
純
資
産
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に

第
五
条
の
九

［
同
上
］

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

個
人

最
終
事
業
年
度
（
個
人
の
事
業
年
度
は
、
一
月
一
日
か
ら
そ
の
年

二

個
人

最
終
事
業
年
度
（
個
人
の
事
業
年
度
は
、
一
月
一
日
か
ら
そ
の
年

の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
別
紙
様
式
第
四

の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
別
紙
様
式
第
四

号
に
よ
り
作
成
し
た
財
産
に
関
す
る
調
書
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に

号
に
よ
り
作
成
し
た
財
産
に
関
す
る
調
書
（
最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、
第
四
条
第
四
項
第
十
二
号
の
財
産
に
関
す
る
調
書
）
に
お
い
て

あ
つ
て
は
、
第
四
条
第
三
項
第
十
二
号
の
財
産
に
関
す
る
調
書
）
に
お
い
て

、
資
産
の
合
計
額
か
ら
負
債
の
合
計
額
を
控
除
し
た
金
額

、
資
産
の
合
計
額
か
ら
負
債
の
合
計
額
を
控
除
し
た
金
額

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
変
更
届
出
書
の
添
付
書
類
）

（
変
更
届
出
書
の
添
付
書
類
）

第
八
条

法
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各

第
八
条

［
同
上
］

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
（
官
公
署
が
証

明
す
る
書
類
の
場
合
に
は
、
申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限

る
。
）
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

貸
金
業
務
取
扱
主
任
者
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合

別
紙
様
式
第
一
号
の
三

四

貸
金
業
務
取
扱
主
任
者
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合

別
紙
様
式
第
一
号
の
三
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に
よ
り
作
成
し
た
法
第
六
条
第
一
項
第
十
三
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約

に
よ
り
作
成
し
た
法
第
六
条
第
一
項
第
十
三
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約

す
る
書
面
並
び
に
新
た
に
貸
金
業
務
取
扱
主
任
者
と
な
つ
た
者
に
係
る
第
四

す
る
書
面
並
び
に
新
た
に
貸
金
業
務
取
扱
主
任
者
と
な
つ
た
者
に
係
る
第
四

条
第
四
項
第
十
三
号
並
び
に
第
二
号
イ
⑵
か
ら
⑷
ま
で
及
び
⑹
に
掲
げ
る
書

条
第
三
項
第
十
三
号
並
び
に
第
二
号
イ
⑵
か
ら
⑷
ま
で
及
び
⑹
に
掲
げ
る
書

類

類

［
五
～
八

略
］

［
五
～
八

同
上
］

（
指
定
信
用
情
報
機
関
の
役
員
の
兼
職
の
認
可
の
申
請
等
）

（
指
定
信
用
情
報
機
関
の
役
員
の
兼
職
の
認
可
の
申
請
等
）

第
三
十
条
の
三

［
略
］

第
三
十
条
の
三

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
信
用
情
報
機
関
に
対
す
る
認
可
申
請
書
又
は
当

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
申
請
書
又
は
当
該
認
可
申
請
書
に
添
付
す
べ
き

該
認
可
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
書
面
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
認
可
申
請
書

書
面
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
認
可
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
の
提
出
に
つ

等
」
と
い
う
。
）
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
認
可
申
請
書
等
が
電
磁
的
記
録

い
て
は
、
当
該
認
可
申
請
書
等
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は

で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
電
磁
的
方
法
を
も
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る

、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

。（
貸
金
業
者
に
対
す
る
意
見
聴
取
等
）

（
貸
金
業
者
に
対
す
る
意
見
聴
取
等
）

第
三
十
条
の
十
八

［
略
］

第
三
十
条
の
十
八

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

業
務
規
程
等
の
交
付
若
し
く
は
送
付
又
は
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当

４

業
務
規
程
等
の
交
付
若
し
く
は
送
付
又
は
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当

該
業
務
規
程
等
又
は
意
見
書
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

該
業
務
規
程
等
又
は
意
見
書
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

電
磁
的
方
法
を
も
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

電
磁
的
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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別紙様式第３号（第４条第４項第７号関係） ［略］ 

                              

別紙様式第３号（第４条第３項第７号関係） ［同左］ 

 

別紙様式第４号の２（第４条第４項第15号関係） ［略］ 

 

別紙様式第４号の２（第４条第３項第15号関係） ［同左］ 

 

別紙様式第４号の２の２（第４条第４項第16号関係） ［略］ 別紙様式第４号の２の２（第４条第３項第16号関係） ［同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 
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（
保
険
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定

と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し

て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加

え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
に
記
載
す
る
事
項
等
）

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
に
記
載
す
る
事
項
等
）

第
五
十
九
条
の
二

法
第
百
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

第
五
十
九
条
の
二

［
同
上
］

の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

保
険
会
社
の
直
近
の
二
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
次
に

五

保
険
会
社
の
直
近
の
二
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
次
に

掲
げ
る
事
項
（
ハ
及
び
ホ
⑻
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
保
険
金
信
託
業

掲
げ
る
事
項
（
ハ
及
び
ヘ
⑻
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
保
険
金
信
託
業

務
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

務
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

［
イ
～
リ

略
］

［
イ
～
リ

同
上
］

六

［
略
］

六

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
事
業
方
法
書
等
に
定
め
た
事
項
の
変
更
に
係
る
届
出
）

（
事
業
方
法
書
等
に
定
め
た
事
項
の
変
更
に
係
る
届
出
）

第
八
十
三
条

法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

第
八
十
三
条

［
同
上
］

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

生
命
保
険
会
社
の
次
に
掲
げ
る
保
険
契
約
に
係
る
法
第
四
条
第
二
項
第
二

一

［
同
上
］

号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
に
定
め
た
事
項

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
附
則
第
四
十
条
第
九
項
（
存
続
連

ロ

平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
附
則
第
四
十
条
第
九
項
（
存
続
連

合
会
の
業
務
）
及
び
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三
十
八

合
会
の
業
務
）
及
び
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三
十
八

条
第
一
項
（
存
続
連
合
会
に
係
る
改
正
前
厚
生
年
金
保
険
法
の
効
力
等
）

条
第
一
項
（
存
続
連
合
会
に
係
る
改
正
前
厚
生
年
金
保
険
法
の
効
力
等
）
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の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
改
正
前
厚
生
年

の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
改
正
前
厚
生
年

金
保
険
法
第
百
五
十
九
条
の
二
第
一
項
（
年
金
た
る
給
付
及
び
一
時
金
た

金
保
険
法
第
百
五
十
九
条
の
二
第
一
項
（
年
金
た
る
給
付
及
び
一
時
金
た

る
給
付
に
要
す
る
費
用
に
関
す
る
契
約
）
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
五

る
給
付
に
要
す
る
費
用
に
関
す
る
契
約
）
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
五

年
厚
生
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三
条
第
十
三
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
存

年
厚
生
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三
条
第
十
三
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
存

続
連
合
会
を
保
険
契
約
者
と
す
る
保
険
契
約
並
び
に
確
定
給
付
企
業
年
金

続
連
合
会
を
保
険
契
約
者
と
す
る
保
険
契
約
並
び
に
確
定
給
付
企
業
年
金

法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）
第
九
十
一
条
の
十
八
第
七
項
（
連
合

法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）
第
九
十
一
条
の
十
八
第
七
項
（
連
合

会
の
業
務
）
及
び
同
法
第
九
十
一
条
の
二
十
五
（
準
用
規
定
）
に
お
い
て

会
の
業
務
）
及
び
同
法
第
九
十
一
条
の
二
十
四
（
準
用
規
定
）
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
六
十
六
条
第
一
項
（
基
金
の
積
立
金
の
運
用
に
関
す
る

準
用
す
る
同
法
第
六
十
六
条
第
一
項
（
基
金
の
積
立
金
の
運
用
に
関
す
る

契
約
）
の
規
定
に
基
づ
き
企
業
年
金
連
合
会
を
保
険
契
約
者
と
す
る
保
険

契
約
）
の
規
定
に
基
づ
き
企
業
年
金
連
合
会
を
保
険
契
約
者
と
す
る
保
険

契
約

契
約

［
ハ
～
カ

略
］

［
ハ
～
カ

同
上
］

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

（
届
出
事
項
）

（
届
出
事
項
）

第
二
百
十
一
条
の
八
十
六

［
略
］

第
二
百
十
一
条
の
八
十
六

［
同
上
］

２

少
額
短
期
保
険
主
要
株
主
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
四
第
一
項
に
規
定

［
項
を
加
え
る
。
］

す
る
少
額
短
期
保
険
主
要
株
主
を
い
い
、
少
額
短
期
保
険
主
要
株
主
で
あ
っ
た

者
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第
二
百
七
十
二
条
の
四
十
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
を
財
務
局
長
等

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
二
百
七
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
同
項
第
一
号

［
項
を
加
え
る
。
］

、
第
二
号
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
六
号
又
は
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
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る
も
の
（
法
人
で
あ
る
少
額
短
期
保
険
主
要
株
主
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で

あ
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
届
出
書
に
は
、
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付

す
る
も
の
と
す
る
。

４
・
５

［
略
］

２
・
３

［
同
上
］

６

法
第
二
百
七
十
二
条
の
四
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
同
項
第
一
号

［
項
を
加
え
る
。
］

若
し
く
は
第
五
号
又
は
第
四
項
第
三
号
の
二
、
第
三
号
の
六
若
し
く
は
第
三
号

の
八
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
届
出
書
に
は
、
会
社

の
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
変
更
等
の
届
出
）

（
変
更
等
の
届
出
）

第
二
百
十
五
条

［
略
］

第
二
百
十
五
条

［
同
上
］

２

法
第
二
百
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
同
項
第
一
号
（
法
第
二
百

［
項
を
加
え
る
。
］

七
十
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
又
は
第
二
百
十
三
条
第

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
号
又
は
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
も
の
（

法
人
で
あ
る
少
額
短
期
保
険
募
集
人
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
場
合
に

お
け
る
前
項
の
届
出
書
に
は
、
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
す
る
も
の
と

す
る
。

（
変
更
等
の
届
出
）

（
変
更
等
の
届
出
）

第
二
百
二
十
条

［
略
］

第
二
百
二
十
条

［
同
上
］

２

法
第
二
百
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
同
項
第
一
号
（
法
第
二
百

［
項
を
加
え
る
。
］

八
十
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
又
は
第
二
百
十
八
条
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
号
又
は
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
も
の
（
法
人
で
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あ
る
保
険
仲
立
人
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
届

出
書
に
は
、
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
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別紙様式第18号（第215条第１項第１号関係） ［略］ 

 

別紙様式第18号（第215条第１号関係） ［同左］ 

 

別紙様式第19号（第215条第１項第２号関係） ［略］ 

 

別紙様式第19号（第215条第２号関係） ［同左］ 

 

別紙様式第22号（第220条第１項第１号関係） ［略］ 

 

別紙様式第22号（第220条第１号関係） ［同左］ 

 

別紙様式第23号（第220条第１項第２号関係） ［略］ 別紙様式第23号（第220条第２号関係） ［同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。  
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（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
九
条

法
第
四
条
第
三
項
第
六
号
（
法
第
十
一
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
九
条

［
同
上
］

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書

類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
の
場
合
は
、
届
出
の
日
前
三
箇
月
以
内
に
作
成

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

九

特
定
資
産
（
不
動
産
に
限
る
。
）
に
関
す
る
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の

九

特
定
資
産
（
権
利
の
得
喪
及
び
変
更
の
効
力
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
た
め

特
定
資
産
（
権
利
の
得
喪
及
び
変
更
の
効
力
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
た
め
に

に
登
記
又
は
登
録
を
要
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
譲
渡

登
記
又
は
登
録
を
要
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
譲
渡
人

人
が
当
該
特
定
資
産
の
権
利
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

が
当
該
特
定
資
産
の
権
利
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

［
十
・
十
一

略
］

［
十
・
十
一

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
登
録
事
項
変
更
の
届
出
）

（
登
録
事
項
変
更
の
届
出
）

第
二
百
十
九
条

登
録
投
資
法
人
は
、
法
第
百
九
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

第
二
百
十
九
条

［
同
上
］

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
十
六
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更

届
出
書
に
、
当
該
変
更
届
出
書
の
写
し
二
通
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
管
轄
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

執
行
役
員
又
は
監
督
役
員
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

当
該
変
更
に
係
る
事

三

執
行
役
員
又
は
監
督
役
員
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に
執
行
役
員
又

項
を
記
載
し
た
投
資
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
及
び
新
た
に
執
行
役
員
又
は

は
監
督
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
面

監
督
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
面

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

［
四
～
六

略
］

［
四
～
六

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
号
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
登
録
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

（
登
録
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金
融
商
品
取
引

第
二
十
条

［
同
上
］

業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書

に
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
及

び
当
該
書
面
の
写
し
並
び
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各

号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
書
類
は
、
当
該
届
出
書
の
提
出
後
遅
滞
な
く
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
又
は
第
七
条
第
十
二

二

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ

号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

当
該
変
更
に
係
る
事
項

っ
た
場
合

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ

を
記
載
し
た
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

れ
に
代
わ
る
書
面

［
三
～
九

略
］

［
三
～
九

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
登
録
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

（
登
録
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
五
十
一
条

法
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
登
録
金

第
五
十
一
条

［
同
上
］

融
機
関
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出

書
に
、
別
紙
様
式
第
九
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

及
び
当
該
書
面
の
写
し
並
び
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
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各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
書
類
は
、
当
該
届
出
書
の
提
出
後
遅
滞
な
く
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

一

法
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
又

一

法
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

は
第
四
十
四
条
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登
記
事
項
証

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る

明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

書
面

［
二
～
十

略
］

［
二
～
十

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
登
録
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

（
登
録
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
二
百
六
十
三
条

法
第
六
十
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金

第
二
百
六
十
三
条

［
同
上
］

融
商
品
仲
介
業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載

し
た
届
出
書
に
、
別
紙
様
式
第
二
十
四
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を

記
載
し
た
書
面
及
び
当
該
書
面
の
写
し
並
び
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
管
轄
財
務
局
長
等
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

第
二
百
五
十
八
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
場
合

［
号
を
加
え
る
。
］

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ

る
書
面

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。

一

第
二
条
中
保
険
業
法
施
行
規
則
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
第
五
号
の
改
正
規
定

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

二

第
二
条
中
保
険
業
法
施
行
規
則
第
八
十
三
条
第
一
号
ロ
の
改
正
規
定

令
和
四
年
五
月
一
日


